
様式第２号（第７条関係） 

処分基準整理票 

処分の内容  屋外における火災予防に必要な措置の命令 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 
 消防法第３条第１項 

処
分
基
準 

■ 有（第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※処分基準を公表する場合のみ記載すること。） 

処分基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がない。 

 〔火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕 

第三条 消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び

第三十五条の三の二を除き、以下同じ。）、消防署長その他の消防吏員は、屋外

において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると

認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の

所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措

置をとるべきことを命ずることができる。 

一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又

はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）

の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を

行う場合の消火準備 

二 残火、取灰又は火粉の始末 

三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

の除去その他の処理 

四 放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は

除去 

 

処 分 基 準 

設定年月日 
令和６年 ３月２１日 

処 分 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署 消防本部 予防課 

備考 

 基準の認定に当たっては、事案ごとに周囲の事情を勘案して、具体的

な危険又は支障について判断しなければならないため、処分基準を設定

することが困難である。 

  注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を処分基準の内容欄に記載すること。 


